
Chapプロジェクト企業協賛概要 
 
 
 
Chap のアスリート応援プロジェクトに賛同していただける団体、企業様の協賛を実施します。 

 

 

○使途 

・アスリート応援プロジェクト製作活動経費に充当します。 

 

○募集期間 

・平成２０年２月１日～平成２０年１２月３１日 

 

○協賛種類 

・協賛団体： 

ポータルサイトのスポンサー企業 協賛金 １口 5 万円 （上限百口）  

Chap のアスリート支援プロジェクトに賛同していただける団体、企業様。ポータルサイト内に

御社の商品・サービス企画のページを作る事ができます。（1 口 １ヶ月のページ枠） 
 
※商品・サービス企画のページに関してはアスリート・サイト視聴者にとって有益性のある情

報であるか事務局で審査後、掲載の流れになります。 
※1 口からでもスポンサー名称は一年間有効です。 

 

・協力団体：          協力金  なし 

ポータルサイト内の企画に参加・協力していただける団体、企業様。無料で試合やイベントの

告知が出来ます。相互リンクも可能です。 

 

・提携団体： 

アスリート応援プロジェクト chap 製作に関わっていただける団体、企業様。 

 

○協賛特典 

・金銭協賛： １口 以上 

 ・スポンサー呼称権の付与 

・Chap プロジェクトシンボルマーク等使用権の付与 

・ホームページに協賛者名等掲載 

 

○税務処理 

・協賛企業が支出する協賛金は、「広告宣伝費」として処理できます。 

 

○企業協賛の方法 

・企業協賛について申込みされる方は、企業協賛・協力・提携申込書をダウンロードして、

Chap プロジェクト事務局に提出いただくか、連絡先にお問い合わせください。手続きについて

ご案内させていただきます。 

 

○企業協賛要綱 

 

・趣 旨 

この要綱は、Chap のアスリート支援プロジェクトに賛同する企業、各種団体が、Chap プロジェ

クトへの協賛事業の実施にあたり、その取り扱いに関して必要な事項を定める。 

 

・協賛事業 

協賛事業とは Chap プロジェクト事務局からの依頼に基づき、又は企業団体等が自らの申し出に

より次の各号に掲げる事業を実施するものをいう。 

(1) アスリート応援プロジェクト製作活動経費に充当する金銭提供等に関する事業。 

(2) 日常の企業・団体活動等に付随して、Chap プロジェクトの広報を図る事業協賛。 



 

・協賛事業の手続き 

企業団体等が協賛事業に同意し金銭協賛を申し出る場合は、「Chap プロジェクト 協賛企業様

用申込書」を提出するものとする。企業団体等が協賛事業に同意し協力を申し出る場合は

「Chap プロジェクト 協力企業・団体様用申込書」を提出するものとする。企業団体等が協賛

事業に同意し提携を申し出る場合は、「Chap プロジェクト 提携企業様用申込書」を提出する

ものとする。 

事務局長は、上記の各申し出を承認する場合は、それぞれ「協賛事業承認書」「協力事業承認

書」「提携事業承認書」により承認するものとする。 

 

・協賛事業における権利 

本要綱により協賛事業を行う企業団体等は、１口 以上の金銭協賛に限り、下記のような行使

することができる。 

・プロジェクト事務局が作成する各種印刷物等への協賛者名等掲載 

 ・ホームページに協賛者名等掲載 

 ・スポンサー呼称権の付与 

 ・Chap プロジェクトシンボルマーク等使用権の付与 

 

・シンボルマーク等の使用 

協賛団体は提供されたシンボルマーク等を使用する場合、法律で定められる取扱規程を遵守す

ること 

 

・協賛団体等の制限 

事務局長は、企業団体等が以下の項目に該当すると認める場合、協賛承認又は協賛依頼を行う

ことができないものとする。 

１、団体活動として、暴力主義的破壊活動を過去に行った又はその恐れがあると認められる企

業団体等の場合。 

２、協賛事業を特定の政治、思想、宗教等の活動を目的に利用する、又はその恐れがあると認

められる企業団体等の場合。 

３、協賛事業の内容が、法令及び公序良俗に反する場合、又はその恐れがあると認められる場

合。 

４、協賛事業の内容が｢Chap プロジェクト｣の品位を傷つける場合、又はその恐れがあると認め

られる場合。 

５、協賛事業の内容が、依頼を行なった内容から著しく逸脱する場合、又はその恐れがあると

認められる場合。 

６、協賛団体が、シンボルマーク等の使用にあたり、法律で定められる取扱規程に違反した場

合。 

７、その他、事務局長が不適当と認める企業団体等の場合。  

 

・協賛依頼の取り消し 

協賛団体から同意書を受領した後当該協賛団体等からの申出があった場合、又は前条に該当す

ると認められる場合、事務局長は協賛団体の取り消しをすることができる。 

 

・協賛事業の変更 

協賛団体から同意書を受領した後、当該協賛団体等から協賛事業の内容について、変更の申し

出があった場合、事務局長は既に提出した依頼書の変更をすることができる。 

 

・その他 

この要綱に定めるもののほか必要な事項は別に定める。 

 

・附 則 

この要綱は平成２０年２月１日から施行する。 



Chap プロジェクト 協賛企業様用申込書 
 
 
 

平成  年  月  日 
 

 
Chap プロジェクト事務局    あて 

企業名(フリガナ)： 
代表者名(フリガナ)： 
担当者名(フリガナ)：  
連絡先住所・郵便番号： 
ＴＥＬ： 
ＦＡＸ： 
メールアドレス：  
協賛内容： 
   
 
 
Chap プロジェクト協賛企業として下記のとおり申し込みます。 
 

記 
 

 
１ 金  額     口                        円 
                              （一口５万円 ＊上限百口） 
 
 
２ 納入方法   一括  分割 
 

３ 納入時期   企業協賛    年  月             円      

＊お申込みにつきましては、協賛いただける内容等を審査の上、承認結果をご連絡い

たします。 
＊お支払い方法に関しましては、当事務局指定の口座への振込のみとさせていただき

ます。指定口座情報は、審査承認後にご連絡いたします。 
 
 

協賛に関するお問い合わせ 
Chap プロジェクト事務局     担当  朝倉 新 
所在地 〒216-0033 神奈川県川崎市宮前区宮崎 129-1 
E-mail info@keep-up-co.com 
TEL        044-853-0656      FAX    044-853-3583 



Chap プロジェクト 協力企業・団体様用申込書 
 
 
 

平成  年  月  日 

 

 

 

Chap プロジェクト事務局    あて 

企業名(フリガナ)： 

 

代表者名(フリガナ)： 

 

担当者名(フリガナ)：  

 

連絡先住所・郵便番号： 

 

ＴＥＬ： 

ＦＡＸ： 

メールアドレス：  

協力内容： 

 

 

 

   

＊お申込みにつきましては、協力いただける内容等を審査の上、承認結果をご

連絡いたします。 

 

 

 

協力に関するお問い合わせ 

Chap プロジェクト事務局     

担当  朝倉 新 

所在地 〒216-0033 神奈川県川崎市宮前区宮崎 129-1 

E-mail info@keep-up-co.com 

TEL     044-853-0656     

FAX    044-853-3583 



Chap プロジェクト 提携企業様用申込書 
 
 
 

平成  年  月  日 
 

 
Chap プロジェクト事務局    あて 

企業名(フリガナ)： 
代表者名(フリガナ)： 
担当者名(フリガナ)：  
連絡先住所・郵便番号： 
ＴＥＬ： 
ＦＡＸ： 
メールアドレス：  
提携内容： 
 
 
  
 
＊下記の項目から該当する業務にチェックを記入してください。  
 
 
契約・提携プロフェッショナル 

 □記者・ライター          （アスリートへの取材・記事作成） 

 □カメラマン・フォトグラファー   （アスリートの写真撮影・編集） 

 □スタイリスト           （撮影衣装・ヘアメイク） 

 □デザイナー            （イラスト・デッサン） 

 □ＳＥ・プログラマー        （chap サイト管理・更新） 

 □ボランティアスタッフ（各プロアシスタント・イベントスタッフ）   

＊お申込みにつきましては、提携していただける内容等を審査の上、承認結果をご連

絡いたします。 
 
 

提携に関するお問い合わせ 
Chap プロジェクト事務局      
担当    朝倉 新 
所地   〒216-0033 神奈川県川崎市宮前区宮崎 129-1 
E-mail info@keep-up-co.com 
TEL        044-853-0656       
FAX    044-853-3583 


